
東大阪市営荒本住宅Ｃ棟 

建替事業 

審査講評

令和６年８月１日 

東大阪市営住宅整備事業者選定（東大阪市営荒本住宅Ｃ棟建替事業）に係る 

総合評価一般競争入札方式事業者選定委員会 





はじめに

東大阪市（以下「市」という。）は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき東大阪市営荒本住宅

Ｃ棟建替事業を実施する民間事業者を透明性及び公正性をもって選定するため、執行機関の附

属機関に関する条例（昭和 42 年東大阪市条例第 15 号）により、東大阪市営住宅整備事業者選

定（東大阪市営荒本住宅Ｃ棟建替事業）に係る総合評価一般競争入札方式事業者選定委員会（以

下「選定委員会」という。）を設置した。 

選定委員会では、令和３年 12月２日の第１回選定委員会から２年８ヶ月にわたり、選定方法

について審議を行うとともに、入札参加者の提案内容について審査を行い、令和６年７月 10日

に落札候補者を選定し、市長に対して答申した。市は、選定委員会による選定結果を踏まえ、

令和６年７月 18 日に落札者を決定した。 

当審査講評は、落札候補者の選定が終了したことを受け、選定委員会が行った審査の経過及

び結果等をとりまとめたものである。 

  令和６年８月１日 

東大阪市営住宅整備事業者選定（東大阪市営荒本住宅Ｃ棟建替事業）に係る 

総合評価一般競争入札方式事業者選定委員会 

委 員 長 山口 健太郎 

副委員長 井上 容子 

委  員 生川 慶一郎 

委  員 山本 寛 

委  員 松本 恭一 

委  員 安井 健王 
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第１ 審査手順及び選定委員会の開催状況

１．審査の方法

本事業を実施する事業者の選定方法は、透明性、公平性及び競争性の確保に配慮した上で、

各入札参加者からの本事業の実施に係る対価（以下「入札価格」という。）及び事業提案書の

提案内容等（以下「提案内容」という。）を総合的に評価する総合評価一般競争入札（地方自

治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の２）にて行うものとした。 

また、落札候補者を選定するための審査の方法は、入札参加者の備えるべき参加資格要件に

関する第一次審査及び入札提案の内容に関する第二次審査の二段階で実施した。 

第一次審査は、入札参加表明を行った者の参加資格要件の適格性を審査するために行うもの

とし、その結果については、以降の第二次審査には持ち越さず、第二次審査は、入札参加資格

があると認められた者を対象とした。入札価格の確認及び基本的事項の確認を経て適格とされ

た提案について、提案内容に関する定性的事項及び入札価格に基づく定量的事項に基づいて、

総合的な評価を行った。審査項目に基づいて提案内容を審査し、「提案点」として得点化を行

い、さらに、入札価格に基づいて「価格点」を算出して、「提案点」と「価格点」をあわせて、

「総合評価点」を算出するものとした。 

  総合評価点 ＝ 提案点 ＋ 価格点   

総合評価点は 100 点とし、提案点と価格点の配点は次のとおりとした。 

審査内容 配点 

提 案 点 60 点 

価 格 点 40 点 

２．審査の体制

総合評価一般競争入札を採用するに当たり、提案内容の審査に関して、幅広い専門的見地か

らの意見を参考とするため、学識経験者等で構成される選定委員会を設置した。 

選定委員会は、入札提案について落札者決定基準に定める審査項目表に基づき評価を行い、

落札候補者を選定した。市は、この結果を踏まえ、本事業の落札者を決定したものである。 

選定委員会の委員は次のとおりである。 

区分 氏名 所属する団体名及び役職名 

委 員 長 山口 健太郎 近畿大学建築学部 教授 

副委員長 井上 容子 放送大学奈良学習センター 所長 

委  員 生川 慶一郎 京都美術工芸大学建築学部建築学科 教授

委  員 山本 寛 ウィル合同法律事務所 弁護士 

委  員 松本 恭一 東大阪市理事（企画財政部長事務取扱） 

委  員 安井 健王 東大阪市建築部長 
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３．審査の手順

落札候補者の審査及び選定は、以下の手順で実施した。 

欠格事項あり 
失格 

落札者の決定 

資格審査 

実績審査 

基本的事項の確認 

入札価格の超過 

入札書及び提案書の提出 

参加表明書及び資格審査書類の提出 

失格 

【第一次審査】

市に落札候補者の選定結果の答申 

【第二次審査】

欠格事項あり 

失格 
予定価格の超過 

■基礎審査 

失格 

審査項目による審査 

■入札書及び事業提案書の総合評価 

・入札価格に基づく価格点の算出 

・提案点と価格点の合算による総合評価点の算出 

ヒアリング、提案点の算出 

■事業提案書審査（提案点） 

基本的事項の未達成 
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４．選定委員会の開催状況

次のとおり選定委員会を開催した。 

日程 会議名 主な審議内容 

令和３年 12 月２日 第１回選定委員会 ・事業者選定委員会の設置について 

・事業概要について 

令和４年１月 19 日 

（書面開催） 

第２回選定委員会 ・実施方針（案）について 

・要求水準書（案）《市営住宅整備業務編》につ

いて 

・要求水準書（案）《市営住宅整備業務編》別紙

について 

・要求水準書（案）《入居者移転支援業務編》に

ついて 

令和４年 10 月３日 

（書面開催） 

第３回選定委員会 ・特定事業選定について 

・入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様

式集、基本協定書(案)、特定事業契約書(案)に

ついて 

令和４年 12 月 21 日 第４回選定委員会 ・審査の流れについて 

・第二次審査の審査手順について 

・提案書の評価方法について 

≪入札不調及び事業の再開≫ 

令和５年９月８日 第５回選定委員会 ・事業概要及びこれまでの経過について 

・実施方針(案)、要求水準書(案)等の公表資料

の要点及び変更点について 

令和５年 11 月 28 日 第６回選定委員会 ・実施方針等の質問回答公表に係る報告につい

て 

・特定事業の選定について 

・入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様

式集、基本協定書(案)、特定事業契約書(案)に

ついて 

令和６年２月 28 日 第７回選定委員会 ・事業者決定までの審査の流れについて 

・第二次審査の審査手順について 

・提案書の評価方法について 

令和６年６月５日 第８回選定委員会 ・経過報告について 

・第二次審査について 

・提案書の概要及びヒアリングについて 

令和６年７月 10 日 第９回選定委員会 ・ヒアリングの実施 

・落札候補者の決定 
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第２ 審査の経過及び審査結果

１．入札参加資格審査

１-１ 入札参加資格審査書類の受付 

令和６年１月 10 日付けで入札公告した本事業について、令和６年３月４日から令和６年３

月８日までの間に１グループから入札参加資格確認審査申請書類が提出された。市は、入札参

加者に求めた提出書類がすべて揃っていることを確認した上で受け付けた。 

１-２ 参加資格要件の確認 

市は、１グループが提出した入札参加資格確認審査申請書類をもとに、入札説明書に示す参

加資格要件を満たしていることの確認を行った。その結果、入札参加者が入札参加資格を満た

していることが確認された。入札参加資格審査の結果は、市から報告を受けた。入札参加資格

を満たしているとされた入札参加者は、次のとおりである。 

＜入札参加資格を満たしているとされた入札参加者＞

入札参加者 区分 企業名 業務分担（※） 

岩田地崎建設

グループ 

代表企業 岩田地崎建設株式会社 大阪支店 建設企業 

構成企業 株式会社相和技術研究所 大阪事務所 設計企業１ 

株式会社シマ 東大阪営業所 建設企業１ 

大勝建設株式会社 東大阪営業所 建設企業２ 

株式会社中尾建築事務所 工事監理企業１ 

近鉄住宅管理株式会社 入居者移転支援業務企業１ 

※業務分担は入札参加資格審査書類に記載された各企業の本事業における役割。 

１-３ 入札参加資格審査結果の通知 

市は、令和６年４月５日付けで入札参加資格審査の結果、入札参加資格を満たしていること

を、グループの代表企業あてに通知した。 

なお、より一層の審査の公平性及び客観性を期すため、入札参加者については受付番号を付

した。選定委員会では、審査に当たって入札に参加した応募グループ名、代表企業、構成員及

び協力企業の名称及びそれらを類推できるものを伏せて実施した。 

受付番号 入札参加者 

２ 岩田地崎建設グループ
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２．提案審査の経過

２-１ 提案書類の受付 

令和６年５月７日から令和６年５月９日に入札参加資格を満たしているとされた入札参加

者１グループから市に提案書類が提出された。 

２-２ 入札及び入札価格の確認（開札） 

令和６年５月７日から令和６年５月９日に入札書類を受け付け、令和６年５月 10 日に開札

を行った。市は、入札のあった１グループの入札書に記載された入札価格が、予定価格の範囲

内であることを確認した。開札では、入札価格が予定価格を超えていないことや入札書に不備

のないことのみを確認し、入札価格の公表は行っていない。なお、入札価格については選定委

員会による評価が終了した後、委員に公表されたもので、各委員の評価には影響していない。 

＜入札価格の確認結果＞ 

予定価格 
税抜 

3,536,000,000 円

入札価格 受付番号２番 3,530,000,000 円

２-３ 入札書類の確認 

市は、入札のあった１グループの入札書類がすべて揃っていることを確認した。 

２-４ 基本的事項の確認 

市は、提案書類の基本的事項確認表等に基づいて、入札参加者の提案内容が基本的事項を満

たしていることを確認した。その結果、市は、入札参加者の提案内容が基本的事項を満たして

いることを確認できたため、適格とした。選定委員会は、基礎審査の結果について、第８回選

定委員会において市から報告を受け、これを確認した。 

２-５ 提案書審査 

選定委員会は、基礎審査で適格とされた１グループの提案について、落札者決定基準に定め

る審査項目表に基づき、委員それぞれが５段階評価により評価点の採点を行い、選定委員会と

して提案書審査の評価を行った。 

２-６ 価格審査 

提案書審査による評価の確定後に、価格点を落札者決定基準に定める以下の算定式に基づい

て算出し、価格審査を行った。 

【算定式】 

提案された最低の入札価格 

   価格点 ＝                            × 40 点 

入札価格 

（小数点第３位を四捨五入） 
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３．総合評価点の算出、落札候補者の選定及び答申

応募グループが１グループであったため、選定委員会は、算出された提案点が 30 点を上回

っているため適格であることを確認した。選定委員会は、算出された提案点と価格点を合算し

た総合評価点を算出し、適格であった受付番号２の参加グループを選定委員会として落札候補

者に選定し、その後入札参加者の実名を確認した。 

選定委員会委員長は、令和６年７月 10 日付けで市長に対して、岩田地崎建設グループを落

札候補者として選定したことを文書で答申した。 
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□総合評価結果         受付番号２

評価項目 配点 評価点 

提案点 60 38.15

価格点 40 40.00

総合評価点 100 78.15

順  位 １ 

結  果 落札候補者 

※総合評価点については選定委員会委員の総合評価点の平均値（小数点第３位を四捨五入） 

□評価項目ごとの平均                          （受付番号２）

評価項目 配点 評価点 得点比

１.事業全体の

実施体制、安

定性等に関

する事項 

6 3.75 0.63

(1)事業の実施体制・安定性 3 1.50 0.50

(2)工程計画 3 2.25 0.75

２. 荒本住宅Ｃ

棟等及びそ

の他施設等

の整備等に

関する事項 

25 14.64 0.59

(1)施設計画に関する全般、住棟・住戸計画 6 3.50 0.58

(2)安全・防犯への配慮 3 1.63 0.54

(3)意匠・景観・周辺環境への配慮、まちづくり・

コミュニティの形成への配慮 
5 2.71 0.54

(4)ユニバーサルデザインへの配慮  3 2.00 0.67

(5)地球環境・環境共生への配慮  5 2.92 0.58

(6)周辺へのプライバシー対策への配慮、圧迫感の

緩和への配慮 
3 1.88 0.63

３.施工計画に

関する事項 

12 7.67 0.64

(1)解体の工法の工夫 4 2.50 0.63

(2)搬入出の安全性 4 2.67 0.67

(3)建設の工法の工夫 4 2.50 0.63

４.維持管理に

関する事項 

8 5.01 0.63

(1)ライフサイクルコスト計画、管理・更新の容易

性、使用資材の耐候性・耐久性  
5 3.13 0.63

(2)入居者への配慮 3 1.88 0.63

５. 入居者移転

支援に関す

る事項 

5 3.54 0.71

(1)円滑な移転支援・居住者対応サービス、円滑に

業務を進めるための人員・体制 
5 3.54 0.71

６.地元産業へ

の貢献 
4 3.54 0.89

（評価項目ごとに小数点第３位を四捨五入）
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第３ 審査講評

１．入札参加者の提案内容に対する審査講評

入札参加者の提案内容に対して主に評価した点について、審査講評として以下に示す。 

なお、講評に当たっては、審査の信頼性及び透明性を確保するため、評価内容を明確に表現す

ることを心掛けたが、一方で、民間事業者のノウハウやアイデアが含まれ、当該事業者の権利、

競争上の地位等の正当な利益に影響すると思われる部分は必要最小限の記載にとどめている。 

１-１ 事業全体の実施体制、安定性等に関する事項 

事業の実施体制・安定性については、PFI 事業の実績や構成企業の役割、リスク分担、バッ

クアップ体制等について提案された。 

工程計画については、工事は土日原則週休 2日制、地域住民に配慮した無理のない施工スケ

ジュール等について評価した。 

１-２ 荒本住宅Ｃ棟等及びその他施設等の整備等に関する事項 

施設計画、住棟・住戸計画に関しては、「住棟のバルコニーは 10階建てを南向き、9階建て

を西向きとし、日照時間が長くなる南向きの住戸をできるだけ多く配置します。南側及び西側

の道路に面する開口部については、遮音等級 T-1 のサッシを採用することで、車両の通行音や

歩行者の話し声など、外部からの騒音を低減します。」として様々な提案がされた。 

安全・防犯への配慮については、住棟には直通階段を 3ヶ所設置し、避難の際どこからでも

二方向避難が可能な防災計画や、全体で 5台の防犯カメラを設置する計画等の安全・防犯の配

慮等が提案された。 

意匠・景観、周辺への配慮、まちづくり・コミュニティの形成への配慮では、駐車場からの

車のヘッドライトによる光害対策としての目隠しフェンスの設置や、コミュニティ広場南側の

キッチンカーや移動販売車の駐車ができるオープンスペース等が提案された。 

ユニバーサルデザインへの配慮では、高齢者や車椅子使用者に配慮した多様なくらしに寄り

添う提案等について評価した。 

地球環境・環境共生への配慮に関しては、建物外皮の遮熱性能を高めるため、西側及び南側

バルコニーの窓ガラスにＬＯＷ-Ｅガラスを使用する提案等について評価した。 

周辺へのプライバシー対策への配慮、圧迫感の緩和への配慮では、工事中は騒音振動計を設

置し、常時モニタリングを行い、設置位置は外から見える場所とすることで、周辺住民へ周知

する提案等を評価した。 

１-３ 施工計画に関する事項 

解体の工法の工夫については、ロングアームバックホウを採用し転落防止と墜落防止また人

員を削減することにより工期短縮を図る提案等を評価した。 

搬入出の安全性に関しては、工事車両動線を明確にし、住民説明会で周辺住民に周知し、第

三者事故の発生を未然に防ぐ対策の提案等を評価した。 

建設の工法の工夫については、工期短縮や品質保持、安全対策への配慮、建設中の周辺環境

への騒音・振動、粉塵等への配慮の提案等を評価した。 
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１-４ 維持管理に関する事項 

ライフサイクルコスト計画、管理・更新の容易性、使用資材の耐候性・耐久性については、

大規模改修に加え、小規模改修や日常的な清掃・点検を行うことによって建物の劣化を防ぎ、

70 年間にわたって居住環境の品質が保てる計画とする提案等、様々な工夫について評価した。 

入居者への配慮は、一定期間が経過した後、市や自治会と協議の上で「住まい方調査」を実

施する提案等を評価した。

１-５ 入居者移転支援に関する事項 

円滑な移転支援・居住者対応サービス、円滑に業務を進めるための人員・体制については、

地域の総意で設立した NPO 法人との連携・協働により、入居者に寄り添った移転支援等につい

て評価した。 

１-６ 地元産業への貢献 

地元産業への貢献に関しては、定性的評価として、施設整備段階における市内への積極的な

発注に関する提案を評価した。 

市内企業への発注予定額については、定量的評価として落札者決定基準に定める計算式によ

り得点を算出するが、１グループのみの参加であったため、結果としては満点となった。 

２．入札参加者の入札価格に関する評価

入札参加者の入札価格に関する評価について、受付番号２番は予定価格より 600 万円下回る入

札価格であった。 

３．総合評価について

１グループのみの参加であり、受付番号２番の提案点は 30点を上回っているため、適格であ

った。
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第４ 総評

本事業は、市営住宅の長期的な視点に立った「東大阪市公営住宅等長寿命化計画」に則り、耐

震性の低い市営住宅を建て替える事業である。募集の結果、１グループからの入札参加があり、

落札候補者として選定するに相応しい提案をいただいた。

落札候補者として選定した受付番号２番の提案は、北東が欠けたやや不整形な敷地に住棟の他、

コミュニティ広場・オープンスペース・談話コーナー・敷地内公園・遊歩道・緑地等をバランス

良く配置し、景観にも配慮された提案であった。住棟は北側の隣地との離隔距離を確保した位置

に配置され、南東側にコミュニティ広場と談話コーナーを配置し、居住者間のコミュニケーショ

ン活性化が期待される。メンテナンス性に配慮された仕様の提案、工事中の地域住民の安全確保

や周辺環境への配慮、長寿命化への提案、円滑な移転支援への提案などが評価を得て、提案点の

基準を越えることとなった。

なお、選定委員会としては、さらに充実した事業とするために、落札候補者に対して、以下に

示す項目を十分に考慮することを望む。 

・労働者の方の健康や安全性に配慮し、週休２日制を原則守ること。 

・洋室が狭くなることを踏まえ、２ＤＫ（タイプＡ）のプラン変更について、今後、市と協議

して適切な居住環境を確保すること。 

・提案された性能が達成されるため、施工精度に関する管理を厳格化すること。 

・周辺住民の方への配慮、居住者のプライバシー、日照権への配慮について、今後周辺住民や

東大阪市と協議し、対応すること。 

・近隣に十分な説明を行い、振動や騒音等に配慮しながら解体工事、建設工事を進めること。 

・ＮＰＯ法人との連携について、提案書に記載した内容は確実に実行すること。 

・西棟北側、南棟東側の妻面の２階以上の窓について、可能な範囲で対応すること。 

最後に、東大阪市営住宅整備事業に対する熱意と努力に敬意を表するとともに、提案をいただ

いたことに感謝する。 


